
第６章　国の基本指針に即して定める「第３期障害児福祉計画」

第 5 章　国の基本指針に即して定める「第７期障害福祉計画」 第 6 章　国の基本指針に即して定める「第３期障害児福祉計画」

（１）計画の性格及び位置付け
障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の22に基づき、国の定める「基本指針」※に即し、

市町村障害児福祉計画の達成に資するため、広域的な見地から障害児通所支援、障害児入
所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画を定めるものです。

本県の障害児福祉計画は、障害者基本法に基づく障害者計画及び障害者総合支援法に基
づく障害福祉計画とともに、「岐阜県障がい者総合支援プラン」の一部として第１期計画（平
成30～令和２年度）及び第２期計画（令和３～５年度）を策定しており、第３期計画（令
和６～８年度）においても、引き続き、同プランの中に位置付けて策定します（第６章）。

（２）第３期計画の期間
この計画の期間は、第７期障害福祉計画と同様、令和６年度から令和８年度までの３年

間とします。

（３）障害保健福祉圏域の設定
第７期障害福祉計画と同様、障害児通所支援等の見込量等については、５つの障害保健

福祉圏域ごとに定めることとします。
（障害保健福祉圏域）

１　計画の策定にあたって

※　
根拠規定：児童福祉法第33条の19（基本指針）
内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児
通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるものとする。
→　指針の内容については、185ページに掲載

国の定める「基本指針」

圏域名 区　　　　　　域
岐阜圏域 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

西濃圏域 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、
揖斐川町、大野町、池田町

中濃圏域 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、
八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

東濃圏域 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
飛騨圏域 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
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（４）計画の推進体制
第７期障害福祉計画と同様、目標等については、年に１回は実績を把握し、障がい児施

策や関連施策の動向を踏まえながら分析及び評価を行い、必要に応じて障害児福祉計画の
見直しの措置を講じます。

①岐阜県障がい者総合支援懇話会等との協働
第７期障害福祉計画と同様、障害児福祉計画を推進するために、「岐阜県障がい者総合

支援懇話会」等で意見を聴き、実践活動面で障害児福祉計画の推進に資するよう関係者間
の協働を図ります。

②岐阜県障害者施策推進協議会への協議
第７期障害福祉計画と同様、障害児福祉計画の進捗状況等を「岐阜県障害者施策推進協

議会」に報告し、適切な進行管理と評価を行います。
また、障害児福祉計画を見直す場合は、県民に広く意見募集するとともに岐阜県障害者

施策推進協議会において、その内容を協議します。

（５）障害児通所支援等の見込量の算出
第３期障害児福祉計画の目標年度である令和８年度における障害児通所支援等の見込量

は、市町村の報告数値を基礎として、これまでの実績を踏まえ、算出しました。

①市町村との調整
市町村は障害児通所支援等の見込量や目標数値等について、これまでの実績を踏まえ、

各種調査や有識者会議等を実施したうえで計画数値を見込んでいます。
県においては市町村ごとの障害児通所支援等の見込量を合計したうえで、種類ごとに精

査・調整を行い、見込量を定めました。
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（１）令和８年度の成果目標の設定

国の基本指針では、障がい児支援の提供体制の整備等について、地域の実情を踏まえ、
令和８年度の成果目標を設定することとされています。

本計画では、国の基本指針を踏まえ、令和８年度の成果目標を次のとおり設定します。

①障がい児支援の提供体制の整備等

ア　成果目標の設定

▼

２　成果目標

【国の基本指針】
・令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上

設置すること（市町村単独での設置が困難な場合は、圏域での設置であっても差
し支えない）を基本として、地域の実情に応じて設定。

・令和８年度末までに、全ての市町村において、障がい児の地域社会への参加・包
容（インクルージョン）を推進する体制を構築することを基本として、地域の実
情に応じて設定。

・令和８年度末までに、県は、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するた
めの計画を策定するとともに、県において、難聴児支援のための中核的機能を果
たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築
に向けた取組を進めることを基本とする。

・令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び
放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上確保すること

（市町村単独での確保が困難な場合は、圏域での確保であっても差し支えない）
を基本として、地域の実情に応じて設定。

・令和８年度末までに、県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等
の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること及び県及び各市町村にお
いて、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための
協議の場を設置する（市町村単独での設置が困難な場合は、都道府県が関与した
上で圏域での設置であっても差し支えない）とともに、医療的ケア児等に関する
コーディネーターを配置することを基本として、地域の実情に応じて設定。

・令和８年度末までに県において、障害児入所施設に入所している児童が、18歳
以降大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、移行調整に係る協議の場を
設置することを基本とする。
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【成果目標の積算】

【県の成果目標】
・令和８年度末までに、各圏域に１か所以上、児童発達支援センターが設置される

ことを目指します。
・令和８年度末までに、全ての市町村において、障がい児の地域社会への参加・包

容（インクルージョン）を推進する体制が構築されることを目指します。
・第４期岐阜県障がい者総合支援プランに、難聴児の早期発見・早期療育を総合的

に推進するための計画を盛り込んでいます。
・令和３年度に難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を構築し、新生児聴覚

検査から療育につなげる連携の取組を進めています。
・令和８年度末までに、各市町村（圏域等での確保を含む）に１か所以上、主に重

症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所
が確保されることを目指します。

・平成２７年度に設置した重症心身障がい在宅支援センターみらいを医療的ケア児
支援センターに位置付け、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネータ
ーとして看護職員を配置しています。

・令和８年度末までに、県、圏域及び各市町村（圏域等での設置を含む）において、
医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう協議の場が設置されるとともに、県
及び各市町村（圏域等での設置を含む）において医療的ケア児等に関するコーデ
ィネーターが配置されることを目指します。

・令和５年度に、障害児入所施設に入所している児童が18歳以降大人にふさわし
い環境へ円滑に移行するための移行調整に係る協議の場を設置しています。

項　　　目 令和４年度実績 令和８年度目標
①【目標値】
児童発達支援センターが設置された圏域数 ３圏域 ５圏域

②【目標値】
障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）
を推進する体制が構築された市町村数

22市町村 42市町村

③【目標値】
主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所が
確保された市町村数（圏域等での確保を含む）

30市町村 42市町村

④【目標値】
主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス
事業所が確保された市町村数（圏域等での確保を含む）

27市町村 42市町村

項　　　目 設置主体 令和４年度実績 令和８年度目標

⑤【目標値】
医療的ケア児支援のための
関係機関の協議の場の設置

県 １か所 １か所
圏域 ５圏域 ５圏域
市町村

（圏域等での設置を含む） 21市町村 42市町村
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イ　成果目標設定の考え方
○　児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、各圏

域に１か所以上、児童発達支援センターが設置されることを目標とします。
○　障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、全ての市

町村において、障がい児の地域社会への参加・包容を推進する体制が構築されることを
目標とします。

○　聴覚障がい児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・
早期療育推進のための基本方針」( 令和４年２月 ) に基づき、難聴児の早期発見・早期
療育を総合的に推進するための計画を第４期岐阜県障がい者総合支援プランに盛り込ん
でいます。

○　令和３年度に岐阜県難聴児支援センター（岐阜大学医学部附属病院内）を設置し、難
聴児支援のための中核的機能を果たすとともに、新生児聴覚検査から療育につなげる連
携の取組を進めています。

○　重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるように、各市町村（市町村単独で
の確保が困難な場合は圏域等）に１か所以上、主に重症心身障がい児を支援する児童発
達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を確保することを目標とします。

○　重症心身障がい在宅支援センターみらいに、医療的ケア児等の支援を総合調整するコ
ーディネーターとして看護職員を配置しています。

○　医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、県、各圏域、各市町村（圏域等での設
置を含む）において、保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を図
るための協議の場を設置するとともに、県（県は配置済）のみならず各市町村（圏域等
での設置を含む）において、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置すること
を目標とします。

○　令和５年度に、障害児入所施設に入所している児童が１８歳以降大人にふさわしい環
境へ円滑に移行できるよう、岐阜県障がい者総合支援懇話会に障害児入所施設移行調整
部会を設置し、関係者間において連携及び調整を図っています。

ウ　指定障害児入所施設の必要定員総数の設定
○　国の基本指針では、各年度の指定障害児入所施設の必要入所定員総数を定めることと

されているため、これまでの実績及び地域の実情を踏まえ、次のとおり設定します。

【指定障害児入所施設の必要定員総数】
区　　 分 令和４年度※ 令和５年度※ 令和６年度 令和７年度 令和８年度

障害児入所施設定員数
（実際の定員数）

343人
（323人） 343人 323人 323人 323人

※前計画で定めた必要定員総数
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（２）令和８年度の活動指標の設定
国の基本指針では、障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標を達成するため、令

和８年度の活動指標を見込むことが適当であるとされています。
本計画では、国の基本指針を踏まえ、令和８年度の活動指標及び見込量を次のとおり設

定します。

【医療的ケア児に対する支援】

【発達障がい者等に対する支援】【再掲】

また、国の基本指針では、障がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びそ
の提供体制の整備について示されています。

本計画では、国の基本指針を踏まえ、子ども・子育て支援等の利用を希望する障がい児
が希望に沿った利用ができるよう、保育所と認定こども園、放課後児童健全育成事業（放
課後児童クラブ）における障がい児の受入れに関する見込量を次のとおり設定します。

【障がい児の受入れに関する見込量】

事　項 令和４年度実績 令和８年度見込
①県における医療的ケア児等の支援を総合調整するコー

ディネーターの配置人数 4人 4人

②市町村における医療的ケア児等に対する関連分野の支
援を調整するコーディネーターの配置人数 34人 56人

事　項 令和４年度実績 令和８年度見込
①発達障害者支援地域協議会の開催回数 1回 2回
②発達障害者支援センターによる相談支援件数 2,872件 3,050件
③発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネ

ジャーの関係機関への助言件数
センター 23件
マネジャー 1,278件

センター 100件
マネジャー 1,300件

④発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネ
ジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発件数 264件 270件

⑤ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の
支援プログラム等の受講者数（保護者）及び実施者数

（支援者）

受講者 31人
実施者 ―

受講者 149人
実施者 30人

⑥ペアレントメンターの人数 33人 50人
⑦ピアサポートの活動への参加人数 172人 449人

事　項 令和４年度実績 令和８年度見込
①保育所・認定こども園 1,823人 2,045人
②放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 524人 689人
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（１）障害児通所支援等の見込量と確保策等
国の基本指針では、都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項として、区域ごとの各

年度の障害児通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方
策及びその質の向上のために講ずる措置を定めることとされています。

本計画においては、令和５年度までの障害児通所支援等の実績（見込）を踏まえ、令和
６年度～８年度のサービス見込量を定めるとともに、その確保及び質の向上に関する方策
を定めました。

今後は、この方策に基づき、県と市町村が協働して、障害児通所支援等の計画的かつ着
実な整備を進めていきます。また、整備に当たっては、サービス提供事業者に働きかけを
行うとともに、サービスの質の向上につながる支援を行います。

  なお、サービス見込量は、各市町村におけるサービス見込量を基に積算しています。

①　障害児通所支援

ア　提供サービスの概要

３　障害児通所支援等の見込量と確保策等

※見込量の個別単位
【人　分】月間の利用人数
【時間分】月間のサービス提供時間
【人日分】「月間の利用人数」×「1人1月当たりの平均利用日数」で算出されるサービス量

項　　　目  備　　　　　考

児童発達支援 通所による日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への
適応訓練等を行う支援

医療型児童発達支援 治療及び通所による日常生活における基本的な動作の指導、集団
生活への適応訓練等を行う支援

放課後等デイサービス 通所による社会との交流の促進の支援や生活能力の向上のための
訓練等を行う支援

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行
う支援

居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活
への適応訓練等を行う支援
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イ　サービス見込量

ウ　見込量確保と質の向上のための方策
○　市町村による障がい児の療育支援体制の確保のため、市町村や児童発達支援事業所等

のニーズに応じ、県立希望が丘こども医療福祉センターに設置する発達精神医学研究所
の医師や作業療法士等の医療従事者の派遣、関係職員の専門研修により、関係機関の障
がい児支援技術の向上等を図ります。

（健康福祉部障害福祉課）
（健康福祉部医療福祉連携推進課）

○　発達障がい児に対する地域支援機能を強化するため、各圏域に設置している「圏域発
達障がい支援センター」により、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、
子育て支援施設等に対し、研修、連絡調整、助言等を行います。

（健康福祉部障害福祉課）
（健康福祉部子育て支援課）

○　就学時及び卒業時における支援体制の円滑な移行、学校と障害児通所支援事業所等の
緊密な連携等を図るべく、県・市町村内で障がい児支援担当部局と教育委員会との連携
体制を確保します。

（健康福祉部障害福祉課）
（教育委員会特別支援教育課）

○　国が定める「放課後等デイサービスガイドライン」「児童発達支援ガイドライン」の
周知徹底、児童発達支援管理責任者を対象とする圏域研修、発達障がいに関する研修の
実施や関係団体・事業所との連携の促進等により、支援の質の向上を図ります。

（健康福祉部障害福祉課）

第２期計画 第３期計画

項　　目 単位 令和５年度
（実績見込） ６年度 ７年度 ８年度

児童発達支援
人分 4,003 4,270 4,403 4,542

人日分 21,180 22,520 23,670 24,958

医療型児童発達支援※ 人分 95
人日分 525

放課後等デイサービス
人分 5,562 5,930 6,293 6,647

人日分 65,263 70,009 74,295 78,828

保育所等訪問支援
人分 227 280 295 306

人日分 394 472 513 555

居宅訪問型児童発達支援
人分 6 13 16 18

人日分 23 49 60 67
※「医療型児童発達支援」は、令和６年度から「児童発達支援」へ一元化
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②　障害児入所支援

ア　提供サービスの概要

イ　サービス見込量

ウ　見込量確保と質の向上のための方策
○　福祉型障害児入所支援は、障がい児に対する発達支援、自立支援、社会的養護等の機

能を有する地域のセーフティーネットとしての役割があり、本県においては、２施設に
おいてそれが担われているところです。今後も、国の施策を注視しながら、必要なセー
フティーネットの維持を図ってまいります。

また、県、市町村、施設、学校、相談支援事業所及び障害福祉サービス事業所等の関
係機関の連携により、入所している児童が１８歳以降も適切な場所で適切な支援を受け
ることができるようにすることで、支援の質の向上を図ってまいります。

（健康福祉部障害福祉課）
○　県立希望が丘こども医療福祉センター、岐阜県総合医療センター重症心身障がい児施

設すこやかと、国立病院機構長良医療センターとの連携・役割分担により、医療的ケア
が必要な障がい児者の入所需要に対応します。

（健康福祉部障害福祉課）
（健康福祉部医療福祉連携推進課）

項　　　目  備　　　　　考

福祉型障害児入所支援 入所による保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能
の付与を行うサービス

 医療型障害児入所支援 入所による保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能
の付与及び治療を行うサービス

第２期計画 第３期計画

項　　目 単位 令和５年度
（実績見込） ６年度 ７年度 ８年度

福祉型障害児入所支援 人分 58 58 58 58
医療型障害児入所支援 人分 32 32 32 32
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③　障害児相談支援

ア　提供サービスの概要

イ　サービス見込量

ウ　見込量確保と質の向上のための方策
○　市町村において総合的な相談支援業務や権利擁護・地域移行等の施策を担う基幹相談

支援センターの機能を充実し、地域相談支援の拠点として、地域の相談支援事業者への
助言など事業者間の連携を促進させます。

（健康福祉部障害福祉課）
○　相談支援従事者研修において、意思決定支援への配慮、障がい児への対応やサービス

等利用計画の質の向上等を踏まえた質の高いケアマネジメントを含む地域を基盤とした
ソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成します。

（健康福祉部障害福祉課）
○　主任相談支援従事者養成研修の実施により、市町村と連携しながら、地域づくり、人

材育成、困難事例への対応等、相談支援に関して地域の指導的な役割を担う人材となる
主任相談支援専門員を養成します。

（健康福祉部障害福祉課）

項　　目  備　　　　　考

障害児相談支援
支給決定前の障害児支援利用計画案及び支給決定後の計画の作

成、一定の期間後にサービス等の利用状況の検証を行い計画の見直
しを行うサービス

第２期計画 第３期計画

項　　目 単位 令和５年度
（実績見込） ６年度 ７年度 ８年度

障害児相談支援 人分 2,846 3,067 3,235 3,411
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（２）圏域ごとの障害児通所支援等の見込量について
市町村障害児福祉計画における障害児通所支援等の見込量を圏域ごとに集計したものを

次のとおり定めます。

①　岐阜圏域

②　西濃圏域

第２期計画 第３期計画

項　　目 単位 令和５年度
（実績見込） ６年度 ７年度 ８年度

児童発達支援
人分 1,325 1,509 1,632 1,771

人日分 10,705 11,643 12,679 13,834

医療型児童発達支援
人分 82 　 　 　

人日分 475 　 　 　

放課後等デイサービス
人分 2,680 2,830 3,019 3,223

人日分 33,272 35,479 37,869 40,431

保育所等訪問支援
人分 94 100 105 110

人日分 185 201 223 243

居宅訪問型児童発達支援
人分 3 4 5 6

人日分 18 22 24 26
福祉型障害児入所支援 人分 28 28 28 28
医療型障害児入所支援 人分 17 17 17 17

障害児相談支援 人分 1,063 1,147 1,230 1,319

第２期計画 第３期計画

項　　目 単位 令和５年度
（実績見込） ６年度 ７年度 ８年度

児童発達支援
人分 836 886 901 917

人日分 3,502 3,704 3,768 3,846

医療型児童発達支援
人分 8 　 　 　

人日分 36 　 　 　

放課後等デイサービス
人分 718 781 836 895

人日分 8,530 9,024 9,623 10,226

保育所等訪問支援
人分 20 31 38 40

人日分 37 61 76 84

居宅訪問型児童発達支援
人分 0 4 5 6

人日分 0 11 15 20
福祉型障害児入所支援 人分 4 4 4 4
医療型障害児入所支援 人分 5 5 5 5

障害児相談支援 人分 425 479 496 513
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③　中濃圏域

④　東濃圏域

第２期計画 第３期計画

項　　目 単位 令和５年度
（実績見込） ６年度 ７年度 ８年度

児童発達支援
人分 767 789 800 807

人日分 2,730 2,799 2,837 2,865

医療型児童発達支援
人分 5

人日分 14

放課後等デイサービス
人分 947 1,023 1,099 1,144

人日分 10,834 12,009 12,738 13,478

保育所等訪問支援
人分 33 62 63 65

人日分 39 72 73 84

居宅訪問型児童発達支援
人分 2 3 4 4

人日分 4 10 15 15
福祉型障害児入所支援 人分 9 9 9 9
医療型障害児入所支援 人分 3 3 3 3

障害児相談支援 人分 805 880 935 993

第２期計画 第３期計画

項　　目 単位 令和５年度
（実績見込） ６年度 ７年度 ８年度

児童発達支援
人分 650 640 625 603

人日分 2,485 2,585 2,599 2,628

医療型児童発達支援
人分 0

人日分 0

放課後等デイサービス
人分 856 894 937 982

人日分 9,367 9,847 10,415 11,033

保育所等訪問支援
人分 20 21 22 23

人日分 40 42 44 46

居宅訪問型児童発達支援
人分 0 0 0 0

人日分 0 0 0 0
福祉型障害児入所支援 人分 13 13 13 13
医療型障害児入所支援 人分 5 5 5 5

障害児相談支援 人分 355 359 371 383
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⑤　飛騨圏域
第２期計画 第３期計画

項　　目 単位 令和５年度
（実績見込） ６年度 ７年度 ８年度

児童発達支援
人分 425 446 445 444

人日分 1,758 1,789 1,787 1,785

医療型児童発達支援
人分 0

人日分 0

放課後等デイサービス
人分 360 402 402 403

人日分 3,260 3,650 3,650 3,660

保育所等訪問支援
人分 60 66 67 68

人日分 93 96 97 98

居宅訪問型児童発達支援
人分 1 2 2 2

人日分 1 6 6 6
福祉型障害児入所支援 人分 4 4 4 4
医療型障害児入所支援 人分 2 2 2 2

障害児相談支援 人分 197 202 203 203
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